
 
仕  様  書（単価契約） 

 

１ 品 名    偽造防止用紙（Ａ４）    

２ 予定数量   約 2,325,500 枚  （増減する可能性あり。） 

         （文言あり 約 1,185,000 枚、文言なし 約 1,140,500 枚） 

３ 規格等                    

   別紙１、２及び見本のとおり。                    

なお、下表の全てのプリンタに適合すること。 

 メーカー 型番等 

１ ＮＥＣ MultiWriter5300, MultiWriter5350 

２ ＮＴＴ OFISTAR X2510C, OFISTAR M2000 

３ 

富士フイル
ムビジネス
イノベーシ
ョン 

DocuPrint 3200d, DocuPrint C3200d, DocuPrint 5100d, 
DocuPrint C3550d, DocuCentreV 7080N, ApeosPrint3360s, 
ApeosPrint 4560S, Apeos 4570, Apeos C6580, Apeos C7580 

４ 富士通 XL-9322, XL-9450E 

５ ＲＩＳＯ Orphis 9050, Orphis FT5430, Orphis EX9000, Orphis GL9731 

６ 村田機械 MFX-8239 

７ ＥＰＳОＮ LP-S280DN 

８ ОＫＩ C385 

 

４ 契約方法  １枚当たりの単価契約 

５ 契約期間  令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

６ 納入場所  静岡庁舎、清水庁舎、駿河区役所、長田支所、蒲原支所、上下水道局庁舎 

７ 納入日時  平日の午前９時から午後５時までの間で、各課が指示する。 

８ 納入方法等 各課の指示に従い、納入する。 

９ その他 

（１）入札金額は、１枚当たりの単価（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする。 

（２）見積もりの際は契約課にある見本を参考にすること。 

（３）１回の購入数量は、2,500 枚（１箱）以上とする。 

（４）予定数量は、契約期間における購入数量を推定したものであり、購入数量を保証す

るものではない。 

（５）支払方法は、月締めとし、翌月に提出される請求書の受領後 30 日以内に支払う。 

（６）請求金額は、確定した数量に契約単価を乗じて得た額とする。ただし、その金額に

１円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 

（７）契約期間内は、契約単価の見直しを行わない。 

（８）不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。 

（９）この物品調達に係る契約は、この物品調達に係る令和８年度静岡市各種会計予算が

令和８年３月 31 日までに成立し、同年４月１日以降に双方が契約書に記名押印する

ことによって確定するものである。 

10 購入所管課  市民局 戸籍管理課  担当者名 山崎  外線 054-221-1480 



 規格 １ Ａ４、表面３色刷り（緑・隠し文字・市章）、表・裏面いずれかに１色透かし印刷

 ２ 色・地紋・隠し文字・透かしの印刷（目立たさなさ）については（見本）のとおり
 ３

の２種類とする。

 紙質 重量については６４ｇ／㎡　　　　　　繊維目　　　　　　　     　↑紙送り方向　　

 繊維目方向については右のとおり

 仕様 １

 

 戸籍管理課の承認なく本印刷を行わないこと。

 　上記納品の際、完成品を３社以上の複写機を使い、標準と最も薄い濃度に

 　よってカラー及び白黒で複写したものを各１枚ずつ合わせて提出すること。　　　　　　

 ２ 地紋は「ＳＨＩＺＵＯＫＡ」の文字を斜め（右上がり）に印刷する。

 上下逆さまに使用しても同様に読めるようにする。

 ３ 四隅に静岡市の市章を印刷する。

市章の印刷位置については（見本）のとおり

市章の色指定については（別紙２）のとおり

（白の部分については元の紙の色とし、その地色でホワイトを表現すること。

表面の印刷の色数にはカウントしない。）

 ４ 「複製」の隠し文字は点方式で４か所に印刷する。

 隠し文字はオリジナルではほとんど判読できないが、仕様書３規格等の表に示すメーカー

 等の最新複写機でカラー及び白黒で複写した際、いかなる印刷モードにも鮮明に反応し、

 「複製」と判読できるものとする。

 ５ 透かしのマークは静岡市の市章とし、４か所に入れる。透かしは一見目立たず、光にかざし

 た時のみ鮮明にわかり、複写機で複写できないものとする。　 

 透かしは見本と同様の目立たないレベルを保つものとする。（インキを浸透させて紙を透か

 せる方式は不可）

透かしの印刷位置については、（見本）のとおり

 ６ 納品の際は１パッケージごとにビニールを使用（シュリンク包装）し、紙に湿気が及ばない

 ようにすること。

 ２５０枚を１パッケージとして１箱当たり１０パッケージとする。

 間紙を入れる場合は、本品と類似色でない色（赤色など）とする。

 ７ 偽造防止用紙の作成時に発生した損紙類はシュレッダー裁断か焼却により、速やかに処分

 すること。また、完成品については、静岡市の承諾無しに営業活動に使用したり、第三者に

 提供しないこと。

 ８ “この証明書には「すかし」等の不正防止処置を施してあります。”の文言は２か所とし、

 文字の大きさや紙端からの位置は次のとおりとする。ただし、文言無しについては、文言
は不要とする。

  　　　この証明書には～　　｝文字高３mm

  　　　　　　　　　　　余白１mm　　（見本のとおり）

９ 校正　２回以内（文字・色校正）
 

偽造防止用紙（Ａ４） 別紙１

“この証明書には「すかし」等の不正防止処置を施してあります”の文言有り及び文言無し

本印刷に入る前にテスト印字を行うため、完成品20枚(文言有り・文言無し各10枚
ずつ)を戸籍管理課に納品すること（テスト印字用の完成品20枚は、納品枚数には
算入しない。）。



別紙２
市章デザインマニュアル 概要版

















市章デザインマニュアル 抜粋


























